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議案第８号 

平成３０年度登米市水道事業会計補正予算（第３号） 

 （総則） 

第１条 平成３０年度登米市水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 平成３０年度登米市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２

条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

（４）主な建設改良事業 (既決予定額) (補正予定額) ( 計 ) 

ア 取水施設整備事業 25,029 千円 △2,761 千円 22,268 千円 

イ 浄水施設整備事業 170,127 千円 △40,041 千円 130,086 千円 

ウ 配給水施設整備事業 1,402,362 千円 △306,192 千円 1,096,170 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。 

収       入 

  （科  目） (既決予定額) (補正予定額) ( 計 ) 

第８款 水 道 事 業 収 益 2,582,351 千円 1,582 千円 2,583,933 千円 

第１項 営 業 収 益 2,257,090 千円 1,052 千円 2,258,142 千円 

第２項 営 業 外 収 益   325,076 千円 450 千円 325,526 千円 

第３項 特 別 利 益 185 千円 80 千円  265 千円 

支       出 

  （科  目） (既決予定額) (補正予定額) ( 計 ) 

第９款 水 道 事 業 費 用 2,588,300 千円 5,955 千円 2,594,255 千円 

第１項 営 業 費 用 2,346,521 千円 0 千円 2,346,521 千円 

第２項 営 業 外 費 用   220,978 千円 5,955 千円   226,933 千円 

第３項 特 別 損 失  801 千円 0 千円  801 千円 

第４項 予 備 費 20,000 千円 0 千円 20,000 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中「不足する額 1,139,632 千円は、過年度分損

益勘定留保資金 1,044,622 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額 95,010 千円で補てんするものとする。」を「不足する額 1,037,573

千円は、過年度分損益勘定留保資金 968,910 千円、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額 68,663 千円で補てんするものとする。」に改め、

資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 
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収        入 

（科  目） (既決予定額) (補正予定額) ( 計 ) 

第 10 款 資本的収入 1,163,420 千円 △246,935 千円 916,485 千円 

第１項 企業債 815,500 千円 △207,600 千円 607,900 千円 

第２項 負担金及び補償金 80,031 千円 △27,572 千円 52,459 千円 

第３項 補助金 184,699 千円 △7,593 千円 177,106 千円 

第４項 出資金 74,313 千円 △4,170 千円 70,143 千円 

第５項 加入金 8,877 千円 0 千円 8,877 千円 

 支       出 

    （科  目） (既決予定額) (補正予定額) ( 計 ) 

第 11 款 資 本 的 支 出 2,303,052 千円 △348,994 千円 1,954,058 千円 

第１項 建 設 改 良 費 1,599,918 千円 △348,994 千円 1,250,924 千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 703,134 千円 0 千円 703,134 千円 

（債務負担行為） 

第５条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び

限度額について、次のとおり追加する。 

 （企業債） 

第６条 予算第６条に定めた企業債を次のとおり補正し、起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、次のように改める。

  平成３１年２月１日提出 

                    登米市長  熊 谷 盛 廣 

事  項 期  間 限 度 額 

水質検査データ処理統計システム

リース 
平成 31 年度  155 千円 

電子入札システム使用料 平成 31 年度  1,069 千円 

起債の目的 

補  正  前 補  正  後

限度額 
起債の

方法 
利 率 

償還の

方法 
限度額 

起債の

方法 
利 率 

償還の

方法 

ア 取水施設

整備事業 

千円

11,000
証 書 

借 入 

5%以内 

(ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

は、利率の

見直しを行

なった後に

おいては当

該見直し後

の利率) 

借入先の

融資条件

による。 

ただし、

企業財政

その他の

都合によ

り繰上償

還又は低

利に借り

換えるこ

とができ

る。 

千円

8,800
補正前

に同じ 

補正前

に同じ 

補正前

に同じ 
イ 浄水施設

整備事業 
101,400 77,700

ウ 配水管整

備事業 
436,700 262,600

エ 管路緊急

改善事業 
266,400 258,800

合 計 815,500 607,900
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